
表 1 地方の芸術文化経費（昭和56~59年度）

56年度 57年度 58年度 59年度

区 分
額（比百率万％円） 指数

額百万円
指数

額百万円
指数

額百万円
（比率％） （比率％） （比率％）

指数

都 経常的経費
20,900 

100 
21,718 

103.9 
21,005 100.5 

24,704 
118.2 

(38.5) (45. 7) (53. 7) (52.0) 

道文化施設 33,399 
100 

25,797 
77.2 

18,109 
54.2 

22,794 
68.2 

府建設費 (61.5) (54.3) (46.3) (48 0) 

県
計

54,299 47,515 39,114 (. 4!•070,4.908 ) 
(JOO 0) 

100 (!OO.O) 
87.5 (100.0) 

72.0 87.5 

経常的経費
6;408 

100 
5,584 

87.1 
6,774 105. 7 

8,263 
128.9 

i 靡

(43.9) (19. 7) (30.2) (57.4) 

文化施設 8,200 
100 

22,781 
277.8 

15,670 191.l 
6,136 7~.8 

建 設費 (56.1) (80.3) (69.8) (42.6) 

計
14,608 

100 
28,365 194.~ 

22,444、
153.6 

14,399 
98 6 

(IOO.O) (100.0) (100 0) (100.0) 

合経常的経 費
16,167 

100 
22,435 

138.8 
24,722 

152.9 
26,918 

166.5 
(27.3) (29.6) (33.8) (32.9) 

！ 文化施設 43,038 
100 

53,351 
124.0 

48,463 112.6 
54,971 

127. 7 
建設 費 (72 7) (70.4) (66.2) (67.1) 

計
59,205 

100 
75,786 

128.0 
73,185 

123.6 
81,889 

138.3 
(100.0) (100.0) (100.0) (100 0) 

合経常的経 費
8,778 

100 
13,333 

151.9 
14,031 

159.8 
14,650 

166.9 

; 腐

(15.4) (28.5) (25 1) (34.0J 

文化施g 48,223 100 
33,447 

69.4  

41,836 
86.8 

28,390 
58 9 

建設 (84 6) (71 5) (74.9) (66 0) 

計
57,001 

100 
46,780 82.1 

55,867 
98.0 

43,040 
75 5 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

経常的経費
3,536 

100 
5,087 

143.9 
4,393 124.2 

4,870 
137. 7 

町 (33.6) (40.3) (32.3) (21. 7) 

文化施設 6,992 
100 

7,535 
107.8 

9,205 
131.7 

17,546 
250.9 

建設 費 (66.4)  (59. 7) (67 7) (78 3) 

村
計

10,528 12,622 13,598 22,416 
(100.0) 100 (100.0) 119.9 (100.0) 

129.2 
(100.0) 212.9 

経常的経費
55,789 100 

68,151 
122.2 

70,925 
127.1 

79,405 
142.3 

. 信-. 

(28.5) (32.3) (34. 7) (37.9) 

文化施設 139,852 iOO 142,911 
102.2 

133,283 
95.3 

129,837 
92.8 

• メど叶→三＇ ・

建 設 費 (71.5) (67. 7) (65.3) (62.1) 

195,641 211,068 2(01400,2.008 ) 
209,242 

計
(100.0) 

100 
(IOO.O) 

107.9 104 4 (JOO 0) 107.0 

（注）．I.昭和56~59年度の r地方文化行政状況調査報告書」（文化庁文化部文化普及課）による

各年度の決算額である。

2. r経常的経費」は、芸術祭等の各種芸術文化事業、芸術文化団体等への補助、指導者・

芸術家の養成・研修・顕彰、文化施設の管理及び事業など、経常的な事業の実施に係る経

費をいう。

3. r文化施設建設費」には、土地購入費が含まれる。

4. r比率」は、「経常的経費」と「文化施設建設費」の r計」に対するそれぞれの比率で

ある。

5. r指数」は、昭和56年度を100として各年度の増滅を示したものである。
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文

化

庁

で

は

、

昭

和

三

十

年

以

来

「

地

方

文

化

行

政

状

況

調

査

」

を

実

施

し

て

い

る

が

、

芸

術

文

化

体

制

、

芸

術

文

化

経

費

等

に

関

す

る

事

項

に

つ

い

て

は

、

毎

年

度

報

告

書

と

し

て

取

り

ま

と

め

、

公

表

し

て

い

る

。

こ

の

報

告

書

の

中

の

「

芸

術

文

化

経

費

」

に

焦

点

を

あ

て

、

本

号

と

次

号

に

お

い

て

、

専

ら

経

費

面

か

ら

地

方

の

芸

術

文

化

行

政

の

動

向

を

眺

め

て

み

よ

う

。

◎

最

近

の

「

芸

術

文

化

経

費

」

支

出

の

動

向

都

道

府

県

、

市

町

村

が

支

出

し

た

「

芸

術

文

化

経

費

」

の

総

額

は

、

表

1
に

み

る

と

お

り

、

昭

和

五

十

七

年

度

以

降

二

千

億

円

を

超

え

、

五

十

九

年

度

に

は

二

千

九

十

二

億

四

千

二

百

万

円

に

達

し

て

い

る

。

こ

の

う

ち

、

経

常

的

な

事

業

の

実

施

等

に

係

る

「

経

常

的

経

費

」

と

臨

時

的

支

出

で

あ

る

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

比

率

は

、

昭

和

五

十

六

年

度

に

は

二

八

・

五

％

対

七

一

•
五
％
で
あ
っ
た
の
が
、
徐
々
に
前
者
の
比
率
が
上
が
っ

て

い

き

、

五

十

九

年

度

で

は

三

七

・

九

％

対

六

ニ

・

一

％

と

な

っ

て

い

る

。
「

経

常

的

経

費

」

は

、

絶

対

額

に

お

い

て

も

そ

の

伸

び

が

顕

著

に

認

め

ら

れ

、

昭

和

五

十

六

年

度

を

一

0
0とす
れ

ぱ

、

毎

年

度

、

指

数

（

以

下

、

「

絶

対

額

」

に

つ

い

て

は

す

ペ

て

指

数

に

よ

っ

て

み

る

。

）

が

上

昇

し

て

い

き

、

五

十

九

年

度

に

は

一

四

ニ

・

三

の

値

を

示

し

て

い

る

。

逆

に

、

「

文

化

施

設

建

設

費

」

は

、

五

十

七

年

度

に

わ

ず

か

に

上

昇

が

み

ら

れ

た

も

の

の

、

そ

の

後

は

低

下

す

る

傾

向

に

あ

り

、

五

十

九

年

度

で

は

九

ニ

・

八

ま

で

下

が

っ

て

い

る

。

建

設

費

」

は

、

逆

に

五

八

・

九

に

ま

で

下

が

り

、

著

し

く

落

ち

込

ん

で

い

る

。
こ

の

よ

う

に

、

「

人

口

十

万

人

未

満

の

市

」

に

あ

っ

て

は

、

こ

こ

数

年

来

、

文

化

施

設

の

建

設

は

激

減

し

て

お

り

、

経

常

的

な

事

業

に

次

第

に

比

重

が

移

り

つ

つ

あ

る

も

の

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

5
「

町

村

」

「

町

村

」

で

は

、

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

比

率

が

上

昇

こ

の

よ

う

な

「

芸

術

文

化

経

費

」

支

出

の

構

造

的

変

化

か

ら

み

れ

ば

、

文

化

施

設

の

建

設

は

、

地

方

に

お

い

て

次

第

に

鈍

化

す

る

傾

向

に

あ

り

、

文

化

行

政

の

比

重

が

、

徐

徐

に

経

常

的

な

事

業

の

方

に

移

り

つ

つ

あ

る

こ

と

が

う

か

が

わ

れ

る

。

次

に

、

こ

れ

を

、

表

1
に

お

い

て

区

分

し

た

地

方

公

共

団

体

の

種

別

-
Pとに
眺

め

て

み

よ

う

。

1

r
都

道

府

県

」

昭

和

五

十

六

年

度

の

時

点

で

は

、

「

経

常

的

経

費

」

と

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

比

率

は

三

八

・

五

％

対

六

一

・

五

％

で

あ

り

、

後

者

の

比

率

が

か

な

り

高

か

っ

た

の

で

あ

る

が

、

五

十

七

年

度

に

は

前

者

の

比

率

が

四

五

・

七

％

に

高

ま

り

、

五

十

八

年

度

か

ら

は

双

方

の

比

率

が

逆

転

す

る

に

い

た

っ

て

い

る

（

前

者

の

比

率

は

、

五

十

入

年

度

五

三

・

七

％

、

五

十

九

年

度

五

二

・
O％

)

。

「

経

常

的

経

費

」

の

伸

び

は

絶

対

額

に

お

い

て

も

認

め

ら

れ

、

五

十

九

年

度

で

は

一

て

八

・

ニ

ま

で

高

ま

っ

て

い

る

が

、

「

文

化

施

設

建

設

費

」

に

は

著

し

い

落

ち

込

み

が

み

ら

れ

、

五

十

九

年

度

に

は

六

八

・

ニ

ま

で

下

が

っ

て

い

る

。

以

上

の

こ

と

か

ら

、

「

都

道

府

県

」

に

あ

っ

て

は

、

文

化

施

設

の

建

設

は

こ

こ

数

年

来

激

滅

し

、

今

や

こ

れ

に

か

わ

っ

て

、

経

常

的

な

事

業

が

文

化

行

政

の

中

心

と

し

て

の

位

置

を

し

め

る

に

い

た

っ

て

い

る

と

い

え

よ

う

。

2

r政
令

指

定

都

市

」

昭

和

五

十

八

年

度

ま

で

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

比

率

が

圧

倒

的

に

高

か

っ

た

が

、

五

十

九

年

度

に

い

た

っ

て

こ

れ
が
逆
転
し
、
「
経
常
的
経
費
」
の
比
率
が
五
七
•
四
％
と

t

]

よ

学

l
d
/
|

達

し

て

い

る

。

）

、

逆

に

、

「

経

常

的

経

費

」

の

比

率

は

急

激

に

低

下

し

て

い

る

。

た

だ

し

、

絶

対

額

で

は

い

ず

れ

も

増

加

を

み

て

お

り

、

そ

の

意

味

で

は

「

人

口

十

万

人

以

上

の

市

」

と

同

様

な

経

過

を

た

ど

っ

て

い

る

が

、

五

十

七

年

度

を

除

き

、

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

増

加

（

五

十

八

年

度

は

一

三

一

・

七

で

あ

り

、

五

十

九

年

度

は

二

五

0
・

九

）

が

、

「

経

常

的

経

費

」

の

増

加

（

五

十

八

年

度

は

―

二

四

・

ニ

で

あ

り

、

五

十

九

I ー
地
方
の
＃ 

＇ 斎庁 経塁

讐そ

根木 , の-

L 昭
一

な

っ

て

い

る

。
絶

対

額

に

お

い

て

も

、

「

文

化

施

設

建

設

費

」

は

、

五

十

七

年

度

（

二

七

七

・

八

）

、

五

十

八

年

度

（

一

九

一

・

一

）

に

著

し

く

高

い

指

数

で

あ

っ

た

の

が

、

五

十

九

年

度

に

は

七

四

・

八

と

な

っ

て

、

極

端

に

落

ち

込

ん

で

い

る

。

反

面

、

「

経

常

的

経

費

」

は

、

五

十

七

年

度

に

一

時

滅

少

し

た

も

の

の

、

五

十

八

年

度

に

一

0五
・

七

、

五

十

九

年

度

に

は

一

ニ

八

・

九

を

示

す

な

ど

、

著

し

く

伸

び

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

五

十

七

、

五

十

八

年

度

に

盛

況

を

み

た

文

化

施

設

の

建

設

も

、

五

十

九

年

度

に

は

一

挙

に

激

滅

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

「

政

令

指

定

都

市

」

に

あ

っ

て

も

、

「

都

道

府

県

」

同

様

、

経

常

的

な

事

業

に

文

化

行

政

の

重

点

が

移

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。3
「

人

口

十

万

人

以

上

の

市

」

今

な

お

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

比

率

が

著

し

く

高

い

が

、

こ

れ

も

年

を

追

っ

て

低

く

な

っ

て

お

り

、

「

経

常

的

経

費

」

の

比

率

が

次

第

に

高

ま

っ

て

き

て

い

る

。

五

十

九

年

度

で

は

、

「

経

常

的

経

費

」

は

三

ニ

・

九

％

で

あ

る

。

‘

絶

対

額

の

点

で

は

、

毎

年

度

双

方

と

も

に

増

加

し

て

い

る

が

、

そ

の

度

合

は

「

経

常

的

経

費

」

の

方

が

大

き

く

‘

五
十
九
年
度
に
は
一
六
六
•
五
と
な
っ
て
、
急
激
な
上
昇

振

り

を

示

し

て

い

る

。

一

方

の

「

文

化

施

設

建

設

費

」

は

五

十

九

年

度

―

二

七

・

七

で

あ

る

。

従

っ

て

、

「

人

口

十

万

人

以

上

の

市

」

に

お

い

て

は

、

文

化

施

設

建

設

へ

の

投

資

は

な

お

盛

ん

で

あ

る

が

、

反

面

、

経

常

的

な

事

業

へ

の

支

出

も

か

な

り

意

欲

的

に

行

わ

れ

る

ょ
7
に

な

っ

て

い

る

も

の

と

い

え

よ

う

。

4

r
人

口

十

万

人

未

満

の

市

」

こ

こ

で

も

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

比

率

が

極

め

て

高

い

の

で

あ

る

が

、

徐

々

に

低

下

し

て

き

て

お

り

、

五

十

九

年

度

に

は

、

双

方

の

比

率

は

三

四

・
O
%対六六

・
O％

と

な

っ

て

い

る

。
し

か

し

、

絶

対

額

で

は

、

「

人

口

十

万

人

以

上

の

市

」

と

は

異

な

っ

た

様

相

が

み

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

「

経

常

的

経

費

」

は

五

十

七

年

度

以

降

急

激

に

増

加

し

、

五

十

九

年

度

＇

l
t

i

r―
 

異

が

み

ら

れ

る

。こ

れ

ら

の

こ

と

か

ら

、

「

町

村

」

に

お

い

て

は

、

一

方

で

「

経

常

的

経

費

」

の

増

加

が

図

ら

れ

な

が

ら

も

、

そ

れ

を

上

回

る

勢

い

で

、

な

お

文

化

施

設

建

設

へ

の

意

欲

が

旺

盛

で

あ

る

こ

と

が

う

か

が

わ

れ

る

。

こ

れ

ま

で

み

た

と

こ

ろ

を

概

括

す

れ

ば

、

す

で

に

文

化

施

設

の

建

設

が

峠

を

越

し

た

と

考

え

ら

れ

る

「

都

道

府

県

」と

「

政

令

指

定

都

市

」

に

典

型

的

に

あ

ら

わ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

全

体

的

な

傾

向

と

し

て

は

、

文

化

施

設

の

建

設

は

鈍

化

し

て

お

り

、

か

わ

っ

て

、

経

常

的

な

事

業

の

実

施

に

、

地

方

の

文

化

行

政

の

比

重

が

移

り

つ

つ

あ

る

も

の

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

「

政

令

指

定

都

市

」

以

外

の

「

市

」

に

あ

っ

て

は

、

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

比

率

が

な

お

高

い

の

で

あ

る

が

、

こ

の

う

ち

「

人

口

十

万

人

未

満

の

市

」

で

は

、

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

絶

対

額

そ

の

も

の

が

激

減

し

て

お

り

、

ま

た

、

「

人

口

十

万

人

以

上

の

市

」

で

も

、

「

文

化

施

設

建

設

費

」

の

絶

対

額

の

伸

び

が

「

経

常

的

経

費

」

の

伸

ぴ

ほ

ど

に

は

い

た

っ

て

い

な

い

こ

と

を

考

え

れ

ば

、

い

ず

れ

の

「

市

」

に

お

い

て

も

、

経

常

的

な

事

業

へ

傾

斜

す

る

日

が

、

遠

か

ら

ず

し

て

く

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

他

方

、

「

町

村

」

で

は

、

文

化

施

設

の

建

設

が

、

ま

だ

当

分

の

間

は

、

中

心

的

な

事

業

と

し

て

、

意

欲

的

に

続

け

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

こ

と

が

予

想

さ

れ

る

。
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表2 芸術文化事業費と文化基盤整備費（昭和59年度）

都道府県

区 分

政令指定都市 人口10万人以上の市 1人口10万人未満の市 町 村 合 計

額 額 額

「
計
」
に
対
す
る
比
率

「
合
計
」
に
対
す
る
比
率

「
計
」
に
対
す
る
比
率

「
合
計
」
に
対
す
る
比
率

「
計
」
に
対
す
る
比
率

「
合
計
L

に
対
す
る
比
率

r

計
」
に
対
す
る
比
率

「
合
計
」
に
対
す
る
比
率

「
計
」
に
対
す
る
比
率

r
合
計
」
に
対
す
る
比
率

「
計
L

に
対
す
る
比
率

額 額 額

百万円 ％ ％百万円 ％ 

直轄事業費 12,1891 30.6 1 8.9 1 5611 15.2 

霊
11:1~施： I 4,96ol 69.4120.113,123184.8137.81 2,8951 55.sl 10.8 

＇ 

%戸|% 
6.8 I 2,3231 44.5 8門言{|60]に開言I8:.;| 』7!: 139~1101

9911 39.9 6.7 3801 19.9 7,8 | 12, 349 1 60,4 | 15, 

計 7,1491100.0 I 29.o I 3,6841100.0 I 44.6 I 5,2181100.0 I 19.4 I 2,4821100.0 I 16.9 I 1,9071100.0I$9.2120,4401100.0 I 25:~ 

文1芸術文化団 |1,5861 9.0 
体等補助

化

基1文化施設 |13,225175.4153.513,522176.9142.6120,387194.0I75.7111,470194.3178.312,194174.ll 45.0l50,798l 86.2I 64. 
盤管理費

整
Iその他経費 I2,144115.6111.1 

備

費

6.4 422 9.2 5.1 719 I 3.3 2. 7 424 3.5 2.9 5B5l 1s.1112.01 3,736 

計

7.51 5.~ 

17, 555 I 100. 0 l 71.0 | 4, 579 | 100. 0 1 55.4 | 21, 700 | 100. 0 1 80. 6 | 12, 168 | 100. 0 | 83. 1 | 2, 963 | 100.0 | 60.8 | 58, 965 | 100. 0 | 74] 

635 I 13.9 7.7 594[ 2.7 2.2 274 2.2 1.9 1841 6.2 3.8 I 4,431 

合 計 24,704 —,100.0 I 8,263 一 •100.0126,918 -,100.0114,650 —,100.0 I 4,870 —,100.0179,405 

（注） 1 表 1（先月号19頁参照）の昭和59年度における「経常的経費」を，「芸術文化事業費」と「文化基盤整備費」に区分して集計したものである。

2 r芸術文化事業費」のうち「直轄事業費」は，都道府県及び市町村が実施する芸術祭，高校文化祭，分野別ないし地域別芸術文化事業，舞台：・

公演・美術の巡回事業その他の芸術文化事業に係る経費をいい，「文化施設事業費」は，文化施設の実施する事業に係る経費をいう。

3 「文化基盤整備費」のうち「その他経費」は，指導者・芸術家の養成・研修・顕彰，芸術文化振興計画の立案•その他の事業に係る経費であ＇
る。
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6.3 

◎
「
芸
術
文
化
事
業
費
」
と
「
文
化
基
盤
整
備
費
」

「
経
常
的
経
費
」
を
、
芸
術
祭
や
舞
台
公
演
・
美
術
の
巡

回
事
業
等
の
「
芸
術
文
化
事
業
費
」
（
以
下
「
事
業
費
」
と

い
う
。
）
と
芸
術
文
化
団
体
等
へ
の
補
助
、
文
化
施
設
管
理

等
の
「
文
化
基
盤
整
備
費
」
（
以
下
「
基
盤
整
備
費
」
と
い

う
。
）
に
区
分
す
る
と
、
昭
和
五
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、

表

2
の
と
お
り
、
都
道
府
県
、
市
町
村
を
通
ず
る
総
額
七

百
九
十
四
億
五
百
万
円
の
う
ち
、
r
事
業
費
」
が
二
百
四
億

四
千
万
円
（
二
五
・
七
％
）
、
「
基
盤
整
備
費
」
は
五
百
八

十
九
億
六
千
五
百
万
円
（
七
四
・
三
％
）
で
、
後
者
が
極

め
て
高
い
比
率
と
）
な
っ
て
い
る
。

「
事
業
費
」
の
う
ち
、
本
庁
の
直
轄
事
業
に
係
る
経
費
（
以

下
「
直
轄
事
業
費
」
と
い
う
。
）
は
八
十
億
九
千
百
万
円
、

文
化
施
設
の
事
業
に
係
る
経
費
（
以
下
「
文
化
施
設
事
業

費
」
と
い
う
。
）
は
百
二
十
三
億
四
千
九
百
万
円
（
相
互
の

比
率
は
三
九
・
六
％
対
六
0
•

四
％
）
で
あ
り
、
後
者
の

比
率
が
非
常
に
高
い
。

ま
た
、
「
基
盤
整
備
費
」
の
う
ち
、
芸
術
文
化
団
体
等
へ

の
補
助
（
以
下
「
団
体
等
補
助
」
と
い
う
。
）
は
三
十
七
億

三
千
六
百
万
円
、
文
化
施
設
の
管
理
に
係
る
経
費
（
以
下

「
文
化
施
設
管
理
費
」
と
い
う
。
）
は
五
百
七
億
九
千
八
百

万
円
、
そ
の
他
の
経
費
（
以
下
「
そ
の
他
経
費
」
と
い
う
。
）

は
四
十
四
億
三
千
百
万
円
（
相
互
の
比
率
は
六
・
三
％
、

八
六
・
ニ
％
、
七
•
五
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
「
文
化
施
設

管
理
費
」
が
著
し
く
高
い
比
率
を
し
め
て
い
る
。

以
下
、
比
率
を
中
心
と
し
て
、
「
都
道
府
県
」
等
別
に
、

今
少
し
詳
し
く
眺
め
て
み
よ
う
。

1

「
事
業
費
」
の
「
経
常
的
経
費
」
に
し
め
る
比
率
は
、

「
政
令
指
定
都
市
」
（
四
四
・
六
％
）
と
「
町
村
」
（
三
九
・

二
％
）
が
格
段
に
高
く
、
「
人
口
十
万
人
未
満
の
市
」
（
一
六
．

九
％
）
と
「
人
口
十
万
人
以
上
の
市
」
(
-
九
•
四
％
）
で

は
著
し
く
低
く
な
っ
て
い
る
。
「
都
道
府
県
」
（
二
九

・
O
％
)

は
そ
の
中
間
で
、
総
額
に
お
け
る
比
率
（
二
五
・
七
％
）

に
近
い
値
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「
政
令
指
定
都
市
」
と
「
町
村
」
に
あ
っ
て
は
、

芸
術
文
化
事
業
へ
の
直
接
的
な
支
出
が
相
当
程
度
な
さ
れ

て
い
る
が
、
「
市
」
は
、
人
口
十
万
人
以
上
で
あ
る
か
未
満

で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
対
極
に
あ
っ
て
、
芸
術
文
化

事
業
へ
の
直
接
的
な
支
出
は
極
め
て
僅
少
で
あ
る
。

2

「
事
業
費
」
を
、
「
直
轄
事
業
費
」
と
「
文
化
施
設
事

業
費
」
に
分
け
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

①
「
政
令
指
定
都
市
」
と
「
町
村
」
で
は
、
相
反
す
る

現
象
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
「
事
業
費
」
の
中
で
「
文

化
施
設
事
業
費
」
が
圧
倒
的
に
高
い
比
率
（
八
四
・
八
％
）

を
し
め
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
、
逆
に
「
直
轄
事

業
費
」
の
比
率
（
八

O・
I

%

)

が
著
し
く
高
く
な
っ
て

お
り
、
芸
術
文
化
事
業
は
、
「
政
令
指
定
都
市
」
で
は
文
化

施
設
を
中
心
に
、
「
町
村
」
で
は
直
轄
事
業
と
し
て
実
施
さ

れ
る
傾
向
の
強
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ゆ
ま
た
、
「
人
口
十
万
人
以
上
の
市
」
と
「
人
口
十
万

人
未
満
の
市
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
逆
の
現
象
が
み

ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
「
文
化
施
設
事
業
費
」
の

比
率
（
五
五
・
五
％
）
が
高
い
が
、
後
者
で
は
、
「
直
轄
事
業
費
」

地
方
の
士士

晉
文
化

裔経
悶費

［也 文と
笈化
悶 1r:r-
化貫 政
企

悶 そ

根木 の一
昭

の
比
率
（
六

O・
I

%

)

が
高
く
な
っ
て
お
り
、
芸
術
文
化

事
業
は
、
前
者
で
は
文
化
施
設
を
中
心
に
、
後
者
で
は
直
轄

事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

③
な
お
、
「
都
道
府
県
」
で
は
、
「
文
化
施
設
事
業
費
」

の
比
率
（
六
九
•
四
％
）
が
「
政
令
指
定
都
市
」
に
次
い

で
高
く
、
こ
こ
で
も
、
文
化
施
設
中
心
の
事
業
展
開
が
な

さ
れ
て
い
る
。

④
以
上
の
こ
と
か
ら
、
直
轄
事
業
は
、
行
政
規
模
の

小
さ
い
「
町
村
」
「
人
口
十
万
人
未
満
｀
の
市
」
で
行
わ
れ
、

文
化
施
設
を
中
心
と
す
る
事
業
は
、
行
政
規
模
の
大
き
い

「
政
令
指
定
都
市
」
「
人
口
十
万
人
以
上
の
市
」
及
ぴ
広
域

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
「
都
道
府
県
」
に
お
い
て
実
施
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
、
前
二
者
で
は
、
行
政
規
模
が
小
さ
い
た
め
芸

術
文
化
事
業
に
直
接
手
を
く
だ
し
易
い
こ
と
、
文
化
施
設

の
整
備
が
必
ず
し
も
ま
だ
十
分
で
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
三
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
逆
の
理

由
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

3

「
基
盤
整
備
費
」
の
比
率
は
、
「
事
業
費
」
の
比
率
の

裏
返
し
で
あ
る
が
、
「
人
口
十
万
人
未
満
の
市
」
と
「
人
口

十
万
人
以
上
の
市
」
で
は
、
前
者
（
八
三
・
一
％
）
、
後
者

（八

O・
六
％
）
と
も
に
八
割
を
超
え
、
基
盤
整
備
に
係

る

経

費

の

支

出

へ

の

傾

斜

が

著

し

い

。

‘

4

「
基
盤
整
備
費
」
を
、
さ
ら
に
「
団
体
等
補
助
」
「
文

化
施
設
管
理
費
」
及
ぴ
「
そ
の
他
経
費
」
に
区
分
し
て
眺

め
て
み
よ
う
。

①
「
人
口
十
万
人
未
満
の
市
」
と
「
人
口
十
万
人
以
上

の
市
」
に
あ
っ
て
は
、
「
文
化
施
設
管
理
費
」
の
比
率
が
、

前
者
（
九
四
・
三
％
）
、
後
者
（
九
四

・
O
%）
と
も
九
五

％
近
く
ま
で
達
す
る
な
ど
、
異
常
に
高
＾
い
値
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
都
道
府
県
」
（
七
五
•
四
％
）
、
「
政
令

．
指
定
都
市
」
（
七
六
・
九
％
）
及
ぴ
「
町
村
」
（
七
四
・
一
％
）

で
は
、
い
ず
れ
も
七
五
％
前
後
で
あ
る
。

②
反
面
、
「
団
体
等
補
助
」
に
つ
い
て
は
、
「
人
口
十
万

人
未
満
の
市
」
と
「
人
口
十
万
人
以
上
の
市
」
で
は
、
前

1

言
豆
％
‘
)
、
べ
‘
後
者
亘
用
[
-
森
翌
と
も
に
極
め
て
僅

少
で
あ
る
。
他
方
、
「
町
村
」
は
最
も
高
い
値
（
一
九
・
七

％
）
を
示
し
て
お
り
、
「
都
道
府
県
」
（
九

・
O％
)
と
「
政

令
指
定
都
市
」
（
九
・
ニ
％
）
で
も
ほ
ぼ
一
割
近
く
と
な
っ

て
い
る
。
‘

⑧
な
お
、
「
そ
の
他
経
費
」
に
つ
い
て
は
、
「
都
道
府
県
」

（
一
五
・
六
％
）
と
「
政
令
指
定
都
市
」
(
-
三
・
九
％
）

に
お
け
る
値
が
高
い
。

囚
「
町
村
」
に
あ
っ
て
「
団
体
等
補
助
」
の
比
率
が
極

め
て
高
い
の
は
、
行
政
規
模
が
小
さ
い
た
め
に
芸
術
文
化

団
体
と
の
連
携
が
密
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
比
較
的
整
備

率
が
低
い
と
推
測
さ
れ
る
文
化
施
設
（
「
文
化
施
設
管
理
費
」

の
比
率
も
最
も
低
い
。
）
の
欠
落
を
団
体
へ
の
補
助
で
補
っ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
「
都
道
府
県
」
と
「
政
令
指
定
都
市
」
は
、
広
域

的
な
い
し
大
規
模
な
行
政
団
体
で
あ
っ
て
、
擁
す
る
芸
術

文
化
団
体
の
数
も
多
く
、
ま
た
規
模
も
大
き
い
た
め
、
「
町

村
」
と
は
別
の
意
味
で
「
団
体
等
補
助
」
の
比
率
が
高
く

な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
ま
た
、
「
そ
の
他

経
費
」
の
比
率
も
高
い
こ
と
か
ら
、
多
方
面
に
わ
た
っ
て

の
経
費
支
出
の
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
市
」
に
あ
っ
て
は
、
人
口
十
万
人
以
上
で
あ
る
か
未
満

で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
「
町
村
」
ほ
ど
芸
術
文
化
団
体
と
の

関
係
が
強
く
な
く
、
ま
た
そ
の
数
、
規
模
も
「
政
令
指
定

都
市
」
ほ
ど
に
は
達
し
て
い
な
い
た
め
、
「
団
体
等
補
助
」

の
比
率
も
極
め
て
低
く
、
逆
に
そ
の
分
だ
け
、
「
文
化
施
設

管
理
費
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

＊
 

以
上
、
先
月
号
と
本
号
に
お
い
て
、
最
近
に
お
け
る
地

方
の
芸
術
文
化
行
政
の
動
向
を
、
都
道
府
県
、
市
町
村
が

支
出
し
た
「
芸
術
文
化
経
費
」
の
構
造
面
か
ら
垣
間
み
た

が
、
地
方
芸
術
文
化
行
政
の
全
体
像
を
浮
彫
り
に
す
る
に

は
、
経
費
面
に
お
け
る
さ
ら
に
詳
細
な
分
析
に
加
え
て
、

行
政
に
携
わ
っ
て
い
る
マ
ン
パ
ワ
ー
の
実
態
を
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
後
日
を
期
し
た
い
。
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